あつぎ健康チャレンジ実施要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、市民が気軽に健康づくりを実施することや自身の健康状態の記録により、健康意識の向上及び健康習慣の継続が図られることを目的に、あつぎ健康チャレンジ（以下「本事業」という。）を実施するために必要な事項を定めるものとする。
（定義）
[bookmark: _Hlk156491273]第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[bookmark: _Hlk156314932](1) アプリ　神奈川県が提供するスマートフォンアプリ「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」をいう。
(2) 電子申請システム　神奈川県と県内市町村などが共同で運営を行っている「電子申請システム（e-kanagawa）」をいう。
（対象者）
第３条　本事業の対象者は、厚木市自治基本条例（平成22年厚木市条例第25号）第３条第１号に規定する市民とする。
（参加の申し込み）
第４条　本事業に参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、アプリ及び電子申請システムを使用し、申し込みするものとする。なお、参加申し込み方法の詳細は別に定める。
（特典の付与）
第５条　特典の付与は、市長が指定する方法により行う。
２　前項に規定による特典の付与をもって、抽選等の結果の通知に代えるものとする。
（特典付与の取消し）
第６条　市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する特典の付与を取り消すことができる。
　(1) 参加者を特定できないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により参加申込みを行ったとき。
(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。
（費用負担）
第７条　本事業に参加するための費用は、無料とする。ただし、通信料は参加者の負担とする。
（協賛）
第８条　市内に所在する事業所等は、本事業に協賛することができる。なお、協賛の詳細は別に定める。
（免責）
第９条　参加者は、本事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は自己の責任とし、市は一切その責を負わないものとする。
（委任）
第10条　この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。

附　則
　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

